










●投資信託は預金ではなく、元本保証および利回り保証のいずれもありません。
●投資信託は預金保険の対象ではありません。
●当行で取扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
●投資信託の基準価額は、その信託財産に組入れられた有価証券等の価格が、金利の変動、為替相場の変動、発行者の信用状況による変　
動により変化します。
　その結果、お受取金額が当初の投資元本を割り込むことがあります。これらの資産減少のリスクはお客さまご自身が負担することとなり
　ます。
●投資信託のご購入から換金・償還までの間に、直接または間接にご負担いただく各種費用および手数料には以下のものがあります。
　・申込手数料（申込金額に対して、最大3.300％（税込））
　・信託報酬（純資産総額に対して、最大年率2.420％（税込））
　・信託財産保留額（換金時の基準価額に対して、最大0.300％）
　・監査報酬および有価証券売買手数料などその他の費用については、運用状況や保有期間等に応じて変動するため、表示することができ
　  ません。
　詳細につきましては、各ファンドの目論見書でご確認ください。
●当行は投資信託の販売会社であり、投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います。
●投資信託ご購入の際は、最新の「投資信託説明書（交付目論見書）」および「目論見書補完書面」により商品内容をご確認のうえ、ご自身で   
　ご判断ください。「投資信託説明書（交付目論見書）」および「目論見書補完書面」は当行各支店にご用意しております。

●非課税口座開設には、特定口座または一般口座の開設が必要です。
●非課税口座は、すべての金融機関を通じて、同一年において1人につき1口座しか開設できません(金融機関を変更した場合を除く)。なお、
　所定の手続の下で、金融機関の変更が可能ですが､金融機関の変更を行い、複数の金融機関で非課税口座を開設した場合でも、各年にお
　いて1つの金融機関の非課税口座でしか公募株式投資信託等を購入することができません。また、非課税口座内の公募株式投資信託等を
　変更後の金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更しようとする年に、変更前金融機関のNISA口座で、既に公募株式
　投資信託等を購入していた場合、その年は金融機関を変更することはできません。
●金融機関によって、取り扱うことのできる金融商品の種類およびラインアップは異なります。当行では、税法上の公募株式投資信託のみ取
　り扱っています。2024年以降の新しいNISAにおいては、つみたて投資枠の投資対象商品はつみたてNISAと同じですが、成長投資枠の投
　資対象商品は一般NISAと異なりますのでご注意ください。
●非課税口座には年間投資枠が設定されており、一旦利用すると、換金しても年間投資枠の再利用はできません。また、年間投資枠の残額
　は翌年以降へ繰り越すことはできません。そのため、短期間での売買(乗換え)を前提とした商品には適さず、中長期的な保有を前提とした
　投資が望ましいと考えられます。2024年以降の新しいNISAにおいては、非課税保有限度額の再利用はできますが、年間投資枠の再利用
　はこれまでと同じくできませんのでご注意ください。
●非課税口座における配当所得および譲渡所得等は、収益の額にかかわらず全額非課税となりますが、損失は税務上ないものとされ、特定
　口座や一般口座で保有する他の公募株式投資信託等の配当所得および譲渡所得等との通算はできず、当該損失の繰越控除もできません。
●投資信託における分配金のうち元本払戻金(特別分配金)は、そもそも非課税であり、制度上のメリットを享受できません。また、当該分配
　金の再投資を行う場合には、年間投資枠が費消されます。
●2023年までに、NISA制度を利用して非課税投資された公募株式投資信託等の非課税保有期間終了時に、NISA口座内でお客様が保有
　される公募株式投資信託等は、特定口座等の課税口座に時価で移管されます。
●税金に関するご相談については、専門の税理士等にご相談ください。
●このご案内は、作成時点における法令その他の情報に基づき作成しており、今後の改正等により、取扱が変更となる可能性があります。
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